
議案第 11 号 

 

 

令 和 元 年 度 屋 久 島 町 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） 

 

 

令和元年度屋久島町の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,436 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 161,226

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日 提 出 

屋 久 島 町 長   荒 木  耕 治 

 

 

 



第１表　歳入歳出予算補正

項

歳  入

款 補正額 計

（単位：千円）

補正前の額

 1  後期高齢者医療保険料 91,003 △1,526 89,477 

 1  後期高齢者医療保険料 91,003 △1,526 89,477 

 2  使用料及び手数料 10 18 28 

 1  手数料 10 18 28 

 4  繰入金 69,808 322 70,130 

 1  一般会計繰入金 69,808 322 70,130 

 5  繰越金 1 △1 0 

 1  繰越金 1 △1 0 

 6  諸収入 1,840 △249 1,591 

 1  延滞金・加算金及び過料 10 △8 2 

 2  償還金及び還付加算金 280 △216 64 

 4  雑入 1,521 4 1,525 

 5  受託事業収入 29 △29 0 

歳　入　合　計 162,662 △1,436 161,226 
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項

歳  出

款 補正額 計

（単位：千円）

補正前の額

- 2 -

 1  総務費 10,171 △122 10,049 

 1  総務管理費 9,595 △42 9,553 

 2  徴収費 576 △80 496 

 2  後期高齢者医療広域連合納 149,682 △999 148,683 

    付金  1  後期高齢者医療広域連合納 149,682 △999 148,683 

    付金

 3  保健事業費 2,458 △144 2,314 

 1  健康保持増進事業費 2,458 △144 2,314 

 4  諸支出金 281 △171 110 

 1  償還金及び還付加算金 280 △170 110 

 2  繰出金 1 △1 0 

歳　出　合　計 162,662 △1,436 161,226 
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款

歳入歳出補正予算事項別明細書

補正前の額

１．総　　括
（歳入）

計補正額

（単位：千円）

89,477 △1,526 91,003  1  後期高齢者医療保険料

28 18 10  2  使用料及び手数料

70,130 322 69,808  4  繰入金

0 △1 1  5  繰越金

1,591 △249 1,840  6  諸収入

161,226 △1,436 162,662 歳　入　合　計
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款 計補正前の額

（歳出）

補正額

補正額の財源内訳

（単位：千円）

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

- 4 -

10,049  1  総務費 △122 10,171 △122 

148,683  2  後期高齢者医療 △999 149,682 △999 

    広域連合納付金

2,314  3  保健事業費 △119 △25 2,458 △144 

110  4  諸支出金 △171 281 △171 

161,226 歳　出　合　計 162,662 △1,436 △1,411 △25 
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２．歳　　入

（款）  1 後期高齢者医療保険料 （項）  1 後期高齢者医療保険料 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

60,335 1 特別徴収保険料 △2,66863,003 △2,668現年度分 1 現年度分 △2,668

29,142 2 普通徴収保険料 1,14228,000 1,678現年度分 1 現年度分 1,678

△536滞納繰越分 2 滞納繰越分 △536

89,47791,003 △1,526計

（款）  2 使用料及び手数料 （項）  1 手数料

28 2 督促手数料 1810 18督促手数料 1 督促手数料 18

2810 18計

（款）  4 繰入金 （項）  1 一般会計繰入金

12,325 1 事務費繰入金 1,18611,139 1,186事務費繰入金 1 事務費繰入金 1,186

57,805 2 保険基盤安定繰入金 △86458,669 △864保険基盤安定繰入金 1 保険基盤安定繰 △864

   入金

70,13069,808 322計

（款）  5 繰越金 （項）  1 繰越金

0 1 繰越金 △11 △1前年度繰越金 1 繰越金 △1

01 △1計

（款）  6 諸収入 （項）  1 延滞金・加算金及び過料

2 1 延滞金 △810 △8延滞金 1 延滞金 △8

210 △8計

（款）  6 諸収入 （項）  2 償還金及び還付加算金

0 1 還付加算金 △1010 △10還付加算金 1 還付加算金 △10

64 2 保険料還付金 △206270 △206保険料還付金 1 保険料還付金 △206

64280 △216計
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（款）  6 諸収入 （項）  4 雑入 （単位：千円）

目 計補正前の額 補正額
区分 金額

説　　　　　　　明
節

1,525 1 雑入 41,521 4雑入 1 雑入 4

1,5251,521 4計

（款）  6 諸収入 （項）  5 受託事業収入

0 1 後期高齢者医療広域連合受託 △2929 △29重複・頻回受診者等訪問指導事業収入 1 重複・頻回受診 △29

   事業収入    者等訪問指導事

   業収入

029 △29計



３．歳　　出

（単位：千円）（款） （項）  1 総務管理費 1 総務費

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△429,553 1 一般管理費 △429,595 △2印刷製本費11 需用費 △2

△40通信運搬費12 役務費 △40

9,5539,595 △42計 △42

（款） （項）  2 徴収費 1 総務費

△80496 1 徴収費 △80576 △4消耗品費11 需用費 △4

△70通信運搬費12 役務費 △76

△6手数料

496576 △80計 △80

（款） （項）  1 後期高齢者医療広域連合納付金 2 後期高齢者医療広域連合納付金

△999148,683 1 後期高齢者医 △999149,682 400後期高齢者医療広域連合納付19 負担金、 △999

   療広域連合納 金（被保険者保険料）   補助及び

   付金 △863後期高齢者医療広域連合納付   交付金

金（保険基盤安定分担金）

△536後期高齢者医療広域連合納付

金（過年度）

148,683149,682 △999計 △999

（款） （項）  1 健康保持増進事業費 3 保健事業費

△942,131 1 健康診査費 △902,221 4 △33手数料12 役務費 △33

△57健康診査委託料13 委託料 △57

1523 2 保健教育指導 △1437 △29 △14普通旅費 9 旅費 △14

   費

△40160 3 疾病予防費 △40200 △40人間ドック利用補助金19 負担金、 △40

   補助及び

   交付金

2,3142,458 △144計 △25 △119
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（単位：千円）（款） （項）  1 償還金及び還付加算金 4 諸支出金

説　　　　　　　明

節

区　分一般財源 金　額
目

その他

特　定　財　源

補正額の財源内訳

計

国県支出金 地方債

補正前の額 補正額

△100 1 還付加算金 △1010 △10還付加算金23 償還金、 △10

   利子及び

   割引料

△160110 2 保険料還付金 △160270 △160保険料還付金23 償還金、 △160

   利子及び

   割引料

110280 △170計 △170

（款） （項）  2 繰出金 4 諸支出金

△10 1 一般会計繰出 △11 △1一般会計繰出金28 繰出金 △1

   金

01 △1計 △1


